
令和６年度第１回志太榛原地域医療協議会

令和６年度第１回志太榛原地域医療構想調整会議

日時 令和６年７月１日（月）

午後６時45分から８時15分

方法 Zoomによるウェブ会議

次 第

報告・協議事項 会議の別

１ 協議
静岡県保健医療計画に記載する医療機関（薬局）の変更につい
て

協議会

２ 協議 在宅医療において積極的役割を担う医療機関について

３ 報告 病床の削減について（ほしのクリニック）

調整会議

４ 報告
社会医療法人駿甲会の救急医療等確保事業「救急医療」の追加

認定について

５ 報告 地域医療構想における推進区域（仮称）の設定

６ 報告 令和５年度病床機能報告及び非稼働病床について

７ 報告 新病院建設について（焼津市立総合病院）

８ 報告 地域医療介護総合確保基金（医療分）
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静岡県保健医療計画に記載する医療機関（薬局）の変更について

１ 薬局の指定要件

２ 追加 24 機関

薬

局

がん

在宅緩和ケア

医療用麻薬の提供が可能

在宅訪問の対応が可能

休日・時間外の対応が可能

担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

イオン薬局焼津店 焼津市祢宜島５５５番地

しだ薬局 藤枝市志太２－１１－８

フラワー薬局青島店 藤枝市前島２丁目１７－１５

相良北薬局 牧之原市大沢３３０

オオイ薬局 島田市大川町１２番の３

マリン薬局 焼津市栄町２丁目８番５号

ウエルシア薬局 焼津与惣次店 焼津市与惣次１４４－１

ウエルシア薬局 藤枝茶町店 藤枝市茶町３丁目３－３８

ウエルシア薬局 牧之原榛原店 牧之原市細江４５６１－１

アイン薬局 榛原店 牧之原市細江２９３７－１

アイン薬局 駿河台店 藤枝市南駿河台５丁目４－２３

アイン薬局 青南町店 藤枝市青南町１－１３－２４

資料１

-1-

00201263
四角形



３ 継続 67 機関

担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

うさぎ薬局 藤枝店 藤枝市藤枝５－６－３９－１

そうごう薬局島田店 島田市祇園町８７２５－３０

アイン薬局 岡部内谷店 藤枝市岡部町内谷６０－１

ウエルシア訪問薬局島田 島田市道悦１－１３－３０

ウエルシア薬局牧之原相良店 牧之原市波津１６８－１

みるく薬局 藤枝市南駿河台５－４ー２６

よつば薬局 藤枝市末広１‐３‐４１

ウエルシア薬局吉田片岡店 榛原郡吉田町片岡１８８１番地の１

フラワー薬局初倉店 島田市南原８５ー１０

中里薬局 焼津市中里７０－１

ウエルシア薬局牧之原菅ケ谷店 牧之原市菅ケ谷２５０－１

ウエルシア薬局焼津三ケ名東店 焼津市三ケ名１１００‐６

担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

大井川ふれあい薬局 焼津市利右衛門９７２－８

コスモ薬局 焼津市本町２－１２－８－１０３

すばる薬局 焼津市焼津６丁目７番３８号

中里薬局さくら店 焼津市中里１４３－４

メロン薬局 焼津市大栄町１丁目４－１８

-2-



担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

ユーカリ薬局 焼津市大村２丁目１０－１１

ゆりかもめ薬局 焼津市祢宜島６０１－１

エルデ薬局 藤枝市小石川町１－７－１９

オオイ薬局高柳店 藤枝市高柳２０３５－８

どんぐり薬局高洲店 藤枝市与左衛門４３１－３

堀之内薬局 藤枝市堀之内１７２６番地

わかくさ薬局高洲店 藤枝市高洲７８０

嘉十薬局 島田市本通五丁目２－３

五和薬局 島田市牛尾４７５－６

島田くるみ薬局 島田市岸町６６３

島田中央薬局 島田市栄町３番の１

高橋調剤薬局 島田市向島町４５３５

たんぽぽ薬局島田店 島田市野田１２７１－５

成岡薬局井口店 島田市井口８８０

ファミリー薬局 島田市三ツ合町１１５９番地の３

みなみ薬局 島田市南２－４－４

有限会社はなみずき薬局 島田市中溝町１４１８番地の９

ゆう薬局 島田市大津通１５－１

なごみ薬局 牧之原市細江４０２０－２
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担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

波津薬局 牧之原市波津１－５９－１

上住吉薬局 榛原郡吉田町住吉３７９－２

どんぐり薬局吉田店 榛原郡吉田町片岡１７５３－１

吉田南薬局 榛原郡吉田町住吉２４２６

わかくさ薬局 大富店 焼津市中新田５２０－１

こころ薬局 島田市金谷本町１９７０－１

あかね薬局 藤枝市上青島４６２－８

うさぎ薬局 白子店 藤枝市本町２－１－３５

どんぐり薬局高柳店 藤枝市高柳２－７－２９

港薬局 牧之原市相良１７３－５

株式会社大平薬局 牧之原市波津３－２８

なの花薬局 藤枝小石川店
藤枝市小石川町１丁目１０番２１

－２号

六合ひがし薬局 島田市東町２２７－６

みなと薬局 藤枝高洲店 藤枝市高洲１－９－２６

ウエルシア薬局 焼津南店 焼津市与惣次６４

ウエルシア薬局 焼津ねぎ島店 焼津市祢宜島５４０

ウエルシア薬局 藤枝駿河台店 藤枝市駿河台２丁目１７－１

ウエルシア薬局藤枝青葉町店 藤枝市青葉町１丁目２番２５号

ウエルシア薬局 島田道悦店 島田市道悦１丁目１３番２５号
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担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

合同会社 みどりや薬局 島田市中溝四丁目８番の１０

みなと薬局 島田本通店 島田市本通７丁目７７９１番地

わかくさ薬局白子店 藤枝市本町２－６－３

アイセイ薬局藤枝店 藤枝市水上字鳥越３３２－５

片岡薬局 榛原郡吉田町片岡３３５－２

さくら薬局藤枝駅前店
藤枝市駅前３－４－１７丸五ビル

１階

さくら薬局 藤枝大手店 藤枝市大手２－７－２５

さくら薬局焼津西小川店 焼津市西小川１－１１－３

りぼん薬局東町店 島田市東町１１２１－２

わかくさ薬局 藤枝市田沼２－９－３０

げんき薬局 焼津市小柳津３４３－２

クローバー薬局 焼津市小川１０３６番地の１０

アイン薬局 小石川町店 藤枝市小石川町２－１０－１６

どんぐり薬局 こがわ店 焼津市小川新町４丁目１－２３

ウエルシア薬局 島田大津通店 島田市大津通６番地の１

マイ薬局 焼津市上小杉１０７１

大覚寺薬局 焼津市大覚寺２－５－１５

えきまえ薬局 藤枝市駅前１－８－３－１０３

わかば薬局 島田市川根町身成３２１２
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４ 削除 ５機関

担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

プラスエム薬局瀬古店 藤枝市瀬古２－６－１７

アイン薬局 藤枝店 藤枝市駿河台２丁目１７－２４

ウエルシア薬局島田金谷店 島田市金谷栄町３５７４－２

西島薬局 焼津市駅北２－６－１１

しだ東薬局 藤枝市志太１－５－４３

担う医療機能 医療機関名 所在地

がん

在宅緩和ケア

中里薬局 焼津市中里７０－１

うんの薬局 島田市阪本４６９－５

有限会社セリザワ薬局 島田市野田１１２４－５

焼津のぞみ薬局 焼津市関方２８－７

エムハート薬局 たじり店 焼津市田尻１５９６－１
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関について

１ 概要

令和５年度第３回志太榛原地域医療協議会（令和６年２月 19 日）において、「在宅医

療圏の設定」並びに「在宅医療に必要な連携を行う拠点」及び「在宅において積極的役

割を担う医療機関（一部）」について承認した。

今回、調整中としていた焼津市、藤枝市及び牧之原市・吉田町在宅医療圏の「在宅医

療において積極的役割を担う医療機関」について協議いただきたい。

２ 在宅医療において積極的役割を担う医療機関設定案（焼津市・藤枝市）

【藤枝市在宅医療圏_積極的役割を担う医療機関等】

在宅医療圏名
島田市

川根本町
焼津市 藤枝市

牧之原市

吉田町

在宅医療に

必要な連携

を行う拠点

①医療、介護、障害福祉関係

者による会議の開催

②地域の資源・サービス等を

把握し、入退院から看取り

までの医療を提供するため

の調整

③24 時間体制構築や多職種に

よる情報共有の支援

④在宅医療に関する人材育成

⑤地域住民への ACP 等の普及

啓発

島田市

川根本町
焼津市医師会 志太医師会 榛原医師会

在宅医療に

おいて積極

的役割を担

う医療機関

等

①医師不在時等における患者

の急変対応するための診療

の支援等

②在宅療養に移行する患者に

必要な医療・介護・障害サ

ービスが確保できるように

関係機関への働きかけ

③地域医療研修（臨床研修制

度）で在宅医療の現場研修

を受ける機会を確保

④地域包括支援センター等と

協働で、サービスの適切な

紹介、地域住民に対する情

報提供

島田市立

総合医療

センター

岡本石井病院

駿河西病院

下記の

とおり

榛原総合病院

石井内科皮膚科医院

田﨑クリニック

(1)櫻井医院 (2)すみや脳神経クリニック (3)瀬古クリニック (4)だいちニューロンクリニック

(5)高橋医院 (6)錦野クリニック (7)にわ医院 (8)みやはら内科クリニック (9)三輪医院

(10)山﨑クリニック (11)ゆみ内科クリニック (12)吉田クリニック

（案） （案） （案）

資料２
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病床の削減について

医療機関名 ほしのクリニック（藤枝市）

開設許可年月日 平成４年７月４日

病床数
【慢性期病床】 【慢性期病床】

17 床 → ０ 床

変更日 令和６年４月 30 日

病床削減の理由 職員の体制がとれないため

資料３
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社会医療法人駿甲会の救急医療等確保事業「救急医療」の追加認定

（静岡県健康福祉部医療局医療政策課）

１ 概要

社会医療法人駿甲会は、認定要件である救急医療等確保事業のうち、現在「へ

き地医療」の要件を満たしているとして認定を受けているが、この度「救急医療」

についての追加認定の要望があった。

２ 「救急医療」認定基準への適合状況

（１）業務実績

（２）その他

救急患者に対する医療体制や救急医療施設として必要な構造設備等について

は、今後、確認していく。

３ 今後の対応（案）

今後、全ての認定基準に適合していると認められた場合は、以下のスケジュー

ルで追加認定の手続を進める。

・７月１日：志太榛原地域医療協議会にて報告

・８月29日：医療審議会にて報告

・９月中旬以降：救急医療等確保事業「救急医療」の追加認定（予定）

認 定 基 準 事前協議等の状況
適合

状況

夜間休日搬送受入件数 ＝年間 750件以上

（３会計年度年平均※Ｒ３コロナ特例あり）

※ 720 件 × ３カ年 ＝ 2,160 件以上

令和３～５年度の合計

消防搬送件数：1,707

自家用搬送件数： 644

合計：2,351

適

資料４
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資料５
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令和５年度病床機能報告の集計結果の状況（概要）

１ 病床機能報告制度（医療法第30条の13）

○病床機能報告制度は、医療介護総合確保推進法（平成26年6月成立）により改正された医

療法第30条の13に基づく制度である。（平成26年10月施行）

○医療機能の分化・連携の推進のため、県は毎年度医療機関からその有する病床において担っ

ている医療機能の現状等を病棟単位で報告を受ける。

○県には公表義務があり、県ホームページでの公表や、地域医療構想調整会議等での協議に活
用していく。

２ 令和５年度報告結果

（１）報告状況

（２）過去３年間の病床数の推移と地域医療構想における病床の必要量との比較

○全体

・令和５年度の最大使用病床数は28,038床であり、昨年度の28,329床から291床減少した。

○一般病床（高度急性期、急性期、回復期）

・高度急性期、急性期、回復期の割合は令和４年度病床機能報告と同様の傾向であった。

・2025年の必要病床数と比較した場合では、回復期が不足していることから、さらに回復期

への機能転換を進めていく。

○療養病床（慢性期）

・慢性期の割合は令和４年度病床機能報告と同様の傾向であった。

・2025年の病床必要量と比較して900床以上多い状態であるが、毎年順調に減少し続けてい

る。今後も介護医療院等への転換を推進し、乖離を解消していく。

（全県)

報告対象 Ｒ４ Ｒ５ 増減 備考

病院 １３９施設 １３９施設 ０ 報告率100%

診療所 １４３施設 １４３施設 ０ 報告率100%

合計 ２８２施設 ２８２施設 ０

（確定値）

資料６-１
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（３）構想区域別の病床の稼働状況と構成比 （単位：床）

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
高度急性期 5,056 18% 4,865 17% 3,160 12% ▲ 191 ▲ 1,705
急性期 11,228 40% 11,238 40% 9,084 34% 10 ▲ 2,154
回復期 4,653 16% 4,577 16% 7,903 30% ▲ 76 3,326
慢性期 7,392 26% 7,358 26% 6,437 24% ▲ 34 ▲ 921

計 28,329 28,038 26,584 ▲ 291 ▲ 1,454
高度急性期 0 0% 0 0% 20 3% 0 20

急性期 254 33% 243 36% 186 28% ▲ 11 ▲ 57
回復期 169 22% 163 24% 271 41% ▲ 6 108
慢性期 337 44% 277 41% 182 28% ▲ 60 ▲ 95

計 760 683 659 ▲ 77 ▲ 24
高度急性期 17 2% 16 2% 84 8% ▲ 1 68

急性期 494 53% 486 52% 365 34% ▲ 8 ▲ 121
回復期 146 16% 145 16% 384 36% ▲ 1 239
慢性期 275 30% 282 30% 235 22% 7 ▲ 47

計 932 929 1,068 ▲ 3 139
高度急性期 719 12% 671 12% 609 12% ▲ 48 ▲ 62

急性期 2,563 44% 2,572 44% 1,588 32% 9 ▲ 984
回復期 910 16% 931 16% 1,572 32% 21 641
慢性期 1,670 28% 1,639 28% 1,160 24% ▲ 31 ▲ 479

計 5,862 5,813 4,929 ▲ 49 ▲ 884
高度急性期 254 11% 243 10% 208 8% ▲ 11 ▲ 35

急性期 1,063 45% 1,064 45% 867 33% 1 ▲ 197
回復期 517 22% 484 21% 859 33% ▲ 33 375
慢性期 545 23% 549 23% 676 26% 4 127

計 2,379 2,340 2,610 ▲ 39 270
高度急性期 1,552 27% 1,399 24% 773 15% ▲ 153 ▲ 626

急性期 1,825 32% 1,987 34% 1,760 34% 162 ▲ 227
回復期 843 15% 835 14% 1,370 26% ▲ 8 535
慢性期 1,539 27% 1,596 27% 1,299 25% 57 ▲ 297

計 5,759 5,817 5,202 58 ▲ 615
高度急性期 251 8% 198 6% 321 10% ▲ 53 123

急性期 1,761 56% 1,807 58% 1,133 35% 46 ▲ 674
回復期 466 15% 486 15% 1,054 32% 20 568
慢性期 677 21% 649 21% 738 23% ▲ 28 89

計 3,155 3,140 3,246 ▲ 15 106
高度急性期 384 14% 385 14% 256 9% 1 ▲ 129

急性期 974 35% 909 34% 1,081 38% ▲ 65 172
回復期 675 25% 653 24% 821 29% ▲ 22 168
慢性期 719 26% 724 27% 698 24% 5 ▲ 26

計 2,752 2,671 2,856 ▲ 81 185
高度急性期 1,879 28% 1,953 29% 889 15% 74 ▲ 1,064

急性期 2,294 34% 2,170 33% 2,104 35% ▲ 124 ▲ 66
回復期 927 14% 880 13% 1,572 26% ▲ 47 692
慢性期 1,630 24% 1,642 25% 1,449 24% 12 ▲ 193

計 6,730 6,645 6,014 ▲ 85 ▲ 631

病床機能報告 病床の必要量 比較

2022年（R4） 2023年（R5） 2025年構想区域 医療機能
2022⇔2023 2023⇔2025

県全体

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部
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（４）非稼働病床の状況

・令和５年度報告における非稼働病床数（2,888床）は、昨年度（2,741床）と比較して増加

している。

・今後、病棟ごとの状況についても調整会議で情報共有を図り、協議を促していく。

※非稼動病床：１年間入院実績のない病床
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参考：本県における介護医療院の開設状況（令和６年３月末現在）

・本県では令和６年３月末現在、31施設2,518床が開設している。

・転換元は、介護療養病床1,406床、医療療養病床480床、介護療養型老人保健施設（転換老健）

617床となっている。

介護医療院　有玉病院 Ⅰ型 H30. 6.1 介護療養病床 58床

介護医療院　西山ナーシング Ⅰ型 H30. 8.1 介護療養病床 164床

湖東ケアセンター Ⅰ型 H30. 9.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 60床

天竜すずかけ病院・介護医療院 Ⅱ型 H30.10.1 医療療養病床 55床

介護医療院浜北さくら台 Ⅰ型 H30.11.1 介護療養病床 54床

介護医療院　伊豆平和病院 Ⅱ型 H30.11.1
介護療養病床
医療療養病床

60床

介護医療院　袋井みつかわ病院 Ⅰ型 H31. 2.1
介護療養病床
医療療養病床

101床

介護医療院　有玉病院 Ⅰ型 H31. 4.1 医療療養病床 55床

和恵会医療院 Ⅱ型 H31. 4.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 80床

神山復生病院介護医療院 Ⅱ型 H31. 4.1 医療療養病床 40床

駿河西病院　介護医療院 Ⅰ型 R元. 6.1 医療療養病床 50床

掛川東病院　介護医療院 Ⅰ型 R元. 6.1 医療療養病床 50床

静岡広野病院　介護医療院 Ⅰ型 R元.10.1 介護療養病床 198床

東名裾野病院　介護医療院 Ⅰ型 R 2. 4.1 医療療養病床 48床

富士山麓病院　介護医療院 Ⅱ型 R 2. 4.1
介護療養病床
医療療養病床

158床

白梅豊岡病院　介護医療院 Ⅰ型 R 2. 4.1 介護療養病床 50床

掛川北病院　介護医療院 Ⅰ型 R 2. 4.1 介護療養病床 100床

湖東病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 4.1 介護療養病床 169床

西山病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 4.1 介護療養病床 113床

和恵会ケアセンター Ｉ型 R 2. 4.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 100床

浜名病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 8.1 介護療養病床 44床

伊豆慶友病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 8.1 医療療養病床 47床

伊豆慶友病院　介護医療院　(増設) Ｉ型 R 3. 5.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 57床

伊豆赤十字介護医療院 Ⅱ型 R 3. 5.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 96床

静岡瀬名病院　介護医療院 Ⅰ型 R 3. 6.1 介護療養病床 120床

下田温泉病院介護医療院 Ⅱ型 R 3.11.1 介護療養病床 60床

介護医療院新富士ケアセンター Ⅱ型 R 3.12.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 104床

介護医療院　あしたか Ⅱ型 R 4.4.1 （新規） 15床

遠江病院　介護医療院 Ⅱ型 R 4.4.1 介護療養病床 52床

介護医療院　誠和藤枝病院 Ⅰ型 R 5.11.1 医療療養病床 40床

山の上介護医療院 Ⅱ型 R6.2.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 120床

31施設 2,518 床

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

浜松市

函南町

袋井市

浜松市

浜松市

御殿場市

焼津市

掛川市

静岡市

裾野市

御殿場市

磐田市

掛川市

浜松市

浜松市

浜松市

湖西市

伊豆市

伊豆市

伊豆市

静岡市

下田市

富士市

沼津市

浜松市

藤枝市

静岡市

計

所在市町 名　　称 人員基準 開設年月日 転換元 療養床数

（Ⅰ型：介護療養病床相当、Ⅱ型：老健施設相当以上）
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病棟名
許可

病床数
(R5.7.1時点)

最大使
用

病床数

許可ー最
大使用病

床数

病床
種別

入院基本料
医療機能

(R5.7.1時点)
（※１）

既に再開済
み

再開を
予定/検討中

病床返還を
予定/検討中

介護医療院へ転
換予定/検討中

対応方針
検討中

5階A病棟 13 0 13 一般 休棟中
病床再編の計画があり休棟とし
ているため

〇
（令和７年
度以降）

8階A病棟 41 0 41 一般 休棟中
令和６年４月より緩和ケア病棟
として再開

〇

ICU 8 0 8 一般 休棟中
令和6年7月に全床をハイケア
ユニットとして再開予定

○
（R6年7

月）

南3病棟 38 0 38 一般 休棟中

休棟中。再開については、検討
を継続中であり、今現在、具体
的な時期は未定となっていま
す。

○

西5病棟 40 0 40 一般 地域包括ケア病棟入院料２ 休棟中 令和5年７月1日開棟済み。
○

（令和5年7
月1日）

    【令和５年度病床機能報告】
         病床が稼働していない理由と今後の運用見通し(病院：最大使用病床数が０床又は非稼働病床（許可病床数ー最大使用病床数）が20床以上）　
                                                                           ※最大使用病床数調査対象期間：R4.4.1～R5.3.31　　　　　　　　　

令和5年度病床機能報告　ローデータ
今後の運用見通しに関する計画

（計画の具体的な時期）

※１　医療機能は各医療機関の選択に従う。

 医療機関名
最大使用病床数が０床の理

由・対応方針等

志太
榛原

藤枝市立総合病院

榛原総合病院

資
料
６
-

２
資
料
６
-

２
資
料
６
-
２
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病床機能報告における定量的基準

「静岡方式」の導入

～病床機能選択の目安～

静岡県健康福祉部

医療局医療政策課 1

＜　内　容　＞

　　　Ⅰ　導入の背景　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　 　．　

　　　　・病床機能報告制度の現状と課題　　

　　　　・厚生労働省からの要請

　　　Ⅱ　定量的基準「静岡方式」　　　　　　　　　　　　　　　．　

　　　　・「静岡方式」について

　　　　・「静岡方式」による基準

　　　　・「静岡方式」の位置付けと取り扱い

　　　Ⅲ　「静岡方式」の適用結果（参考）　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　

2

資料６-３

-21-

00201263
四角形



Ⅰ　導入の背景

3

◆　病床機能報告制度の現状と課題

・病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報告しますが、実際

　の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、当該病棟で最も多くの割合を占める

　患者に相当する機能を報告することを基本としています。

・一方で、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能を区分する基準が不明瞭のため、現在

　報告されている内容の妥当性や実態の把握に課題があることが指摘されています。

導入の背景　～病床機能報告制度の現状と課題～

【参考】医療機能の選択における基本的な考え方（厚生労働省「病床機能報告マニュアル」より）

4-22-



◆　厚生労働省からの要請　

・病床機能報告の課題や一部府県の取組を踏まえ、厚生労働省から各

　都道府県に対して、地域医療構想調整会議の議論を活性化する観点

　から、地域の実情に応じた定量的な基準の導入を求める通知が発出

　されています。

導入の背景 　～ 厚生労働省からの要請 ～　

静岡県においても、関係者の御意見を踏まえ、実情に応じた「定量的基準」を導入します

【参考】「地域医療構想調整会議の活性化のための地域の実情に応じた定量的な基準の導入について」（平成30年８月16日

　　　　付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）より

・病床機能報告に関しては、詳細な分析や検討が行われないまま、回復期機能を担う病床が各構想区域で大幅に不足して

　いると誤解させる事態が生じているという指摘がある。

・各都道府県においては、地域医療構想調整会議における議論を活性化する観点から、本年度中に、都道府県医師会などの

　医療関係者等と協議を経た上で、地域の実情に応じた定量的な基準を導入されたい。

5

Ⅱ　定量的基準「静岡方式」
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＜検討経緯＞

　・平成30年度に地域医療構想アドバイザーである小林利彦氏に作成を依頼

　・令和３年度病床機能報告の報告内容の変更を受け、「静岡方式」の見直しを実施

＜視点＞

◆ 現場の病院事務職員の負担軽減

　・日常診療で忙しい現場の関係者があまり労力を割かなくてもすむよう、

　　極めてシンプルな定量的基準

　・「特定入院料」「重症度、医療・看護必要度」「平均在棟日数」による区分

◆ 医療機能を選択する際の「目安」を提供

　・ 医療機関の裁量的判断は許容することを前提

＜機能区分の流れ＞

　①　特定入院料等からの区分（厚労省指針を大原則にして）

　②　病院の「高度急性期＋急性期」グループから「高度急性期」を抽出

定量的基準「静岡方式」について

7

【 病院の基準 】

①　特定入院料等からの区分　　　　

　◆ 救命救急、ICU 、HCU、SCU、PICU、NICU、MFICU 、GCU 、小児入院医療管理料１

　　 →　「高度急性期」　　　

　◆ 小児入院医療管理料２・３　→　「急性期」　

　◆ 急性期一般入院料４～６、地域一般入院料、小児入院医療管理料４・５、回復期リハ入院料、

　    地域包括ケア入院料、緩和ケア入院料、特定一般病棟入院料　→　「回復期」

　◆ 一般病棟特別入院基本料、療養病棟入院料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料　

　　 →　「慢性期」

　急性期一般入院料（１～３）、特定機能病院一般病棟７対１入院基本料、専門病院入院基本料について

② 「高度急性期」「急性期」の振り分け

　◆「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」及び「平均在棟日数」　

　　・［Ⅰ：40%以上 Ⅱ：35％以上］かつ平均在棟日数11日未満  →　「高度急性期」

　◆上記を満たさない病棟

　　（重症度、医療・看護必要度の記載のないものを含む）→　「急性期」

　　

「静岡方式」の具体的な基準　（病院）
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【有床診療所の基準】

①　入院基本料からの区分　　　　　

　◆ 有床診療所療養病床入院基本料　→　「慢性期」

②「急性期」と「回復期（在宅医療等相当を含む）」の振り分け

　◆年間の「手術」件数が100件以上 or「放射線治療」ありor「化学療法」件数が50件以上

　　　→　「急性期」

　◆上記をひとつも満たさない診療所　→　「回復期（在宅医療等相当を含む） 」

「静岡方式」の具体的な基準　（有床診療所）

9

「静岡方式」における区分イメージ

※「回復期」には地域医療構想の「在宅医療等」相当を含む。 　 ※区分は目安であり、医療機関の自主的判断も尊重する。
10

【特定入院料等による区分】 【「重症度、医療・看護必要度」
及び平均在棟日数による区分】

高度
急性期

・ 救命救急
・ ICU ・ HCU ・ SCU
・ PICU ・ NICU ・ MFICU ・ GCU
・ 小児入院医療管理料１

＜急性期一般入院料１～３、 特定
　機能病院一般病棟７対１入院基本料、
　専門病院入院基本料＞
・ 上記入院料のうち、
　「重症度、医療・看護必要度」が
 ［Ⅰ:40%以上,Ⅱ:35％以上］
　　かつ平均在棟日数11日未満

－

急性期 ・ 小児入院医療管理料２・３

＜急性期一般入院料１～３、 特定
　機能病院一般病棟７対１入院基本料、
　専門病院入院基本料＞
・上記入院料のうち、
　「高度急性期」の基準を満たさないもの

・ 手術あり(年間100件以上) 
・ 放射線治療あり 
・ 化学療法あり(年間50件以上) 

回復期

・ 急性期一般入院料 ４～6
・ 地域一般入院料
・ 小児入院医療管理料４・５
・ 回復期リハ病棟入院料
・ 地域包括ケア病棟入院料
・ 緩和ケア病棟入院料
・ 特定一般病棟入院料

ー ・ 上記、下記を１つも満たさない診療所

慢性期
・ 一般病棟特別入院基本料
・ 療養病棟入院料
・ 障害者施設等入院基本料
・ 特殊疾患病棟入院料

ー ・ 有床診療所療養病床入院基本料

病院
医療
機能 有床診療所

病　
院　
の　
一　
般　
病　
棟

有
床
診
の
一
般
病
床
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◆「静岡方式」の位置付け

　• 「静岡方式」については、病床機能報告制度の課題を踏まえ、より実態に近い内容となるよう

　　努めるとともに調整会議の議論を活性化し、地域の実状を踏まえた医療機能の分化・連携を

　　進めるための目安として活用します。

◆「静岡方式」の病床機能報告上の取り扱い

　• 基準はあくまで「目安」であり、病床機能の選択を強制するものではありません。

　• 各医療機関においては、これまでどおり自主的に病床機能を選択いただくことになります。

◆「静岡方式」適用後の病棟別データの取り扱い

　• 基準に沿った報告を求めるものではないため、病棟別データの公表は行いません。

　• なお、参考に自院の区分を知りたいなどといった場合には、個別にお問い合わせいただければ

　　対応いたします。

「静岡方式」の位置付けと取り扱い

11

12

Ⅲ　参考：「静岡方式」の適用結果

　　　　　　　　　　　　　　（最大使用病床数ベース）
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資料７
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１ 基金の概要

２ 基金事業化に向けたスケジュール（予定）

３ 事業提案で留意いただきたい事項

※区分Ⅵ：勤務医の働き方改革については、対象医療機関に別途照会予定。

地域医療介護総合確保基金（医療分）

名 称 静岡県地域医療介護総合確保基金（H26年条例制定）

趣旨等

・団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、

在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率

的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が

急務の課題

⇒消費税増収分を活用した新たな財政支援制度として都道府県に基金設置

・都道府県計画を作成し、この計画に基づいて事業を実施

負担割合 国２／３、都道府県１／３（法定負担率） 区分Ⅰ-②は国10/10

国予算

（億円）

・1,553億円（公費ベース） → うち、医療分1,029億円(対前年比同額)

区分Ⅰ:200億円（±0）、区分Ⅰ-②：142億円（－53）

区分Ⅱ・Ⅳ:544億円（＋53）、区分Ⅵ:143億円（±0）

目 的

基金の目的（医療と介護の総合的な確保）や各区分の趣旨（Ⅰ：地域医療

構想の達成、Ⅱ：在宅医療の推進、Ⅳ：医療従事者の確保）につながる提案

をすること。

財 源
診療報酬や他の補助金等で措置されているものを基金事業の対象とするこ

とは不可であること。

公 共 性
個別の医療機関等の機能強化ではなく、全県や圏域・地域の医療ニーズを

捉えた、公共性の高い事業であること。

事業効果
事後評価の検証が必要とされることから、定量的な事業効果の測定ができ

る目標を設定すること

資料８
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志太榛原地域医療協議会設置要綱

（設置）

第１条 静岡県保健医療計画（以下「計画」という。）に基づき、志太榛原圏域に志太榛原

地域医療協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、計画に基づく医療供給体制の整備充実に関する必要な事項を協議する。

（会長及び委員）

第３条 協議会の会長は、保健所長を充てる。

２ 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要と認める者を会長が委嘱する。

(1) 市町村長

(2) 郡市医師会長、郡市歯科医師会長及び薬剤師郡市支部長

(3) 国立、公立、公的病院等の長

(4) 医療を受ける立場にある者

(5) その他関係機関若しくは団体の代表又はそれに準ずる者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

２ 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（部会）

第６条 協議会は必要に応じて、部会を置くことができる。

２ 部会に所属する委員は、会長が指名する。

３ 部会は、会長が招集し、会議の議長となる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（報告）

第７条 会長は、協議会及び部会を開催したときは、速やかに協議結果を静岡県健康福祉部長に

報告するものとする。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、中部健康福祉センターにおいて処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。

附則 この要綱は昭和６４年１月６日から施行する。

この要綱は平成３年４月１日から施行する。

この要綱は平成９年４月１日から施行する。

この要綱は平成１０年４月１日から施行する。

この要綱は平成１７年４月１日から施行する。

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。
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志太榛原地域医療構想調整会議 設置要綱

（設置）

第１条 医療法（昭和 23年 7月 30日法律第 205号）第 30条の 14第１項に定める「協議

の場」として志太榛原地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置

する。

（所掌事務）

第２条 調整会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議

(2) 病床機能報告制度による情報等の共有

(3) 地域医療構想の推進に向けた取組（地域医療介護総合確保基金事業等）に関す

る事項

(4) その他、在宅医療を含む地域包括ケアシステム、地域医療構想の達成の推進に

関する協議

（委員）

第３条 調整会議は、静岡県中部保健所長が委嘱する委員をもって構成する。

２ 調整会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

３ 議長は、調整会議の会務を総理する。

４ 議長は、あらかじめ副議長を指名することとし、必要に応じて副議長がその職

務を代行する。

（任期）

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（招集）

第５条 調整会議は議長が招集する。ただし、設置後最初の調整会議は、静岡県中

部保健所長が招集する。

（議事）

第６条 議長は会議を主宰する。

２ 議長は、必要と認めるときは、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出

席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

３ 議長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、関係のある委員の

みで開催することができる。

（庶務）

第７条 調整会議の庶務は、静岡県中部保健所地域医療課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成 28年 5月 25日から施行する。
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